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●
は
じ
め
に

　
現
在
、
ラ
オ
ス
で
は
、「
二
〇
二
〇
年

の
最
貧
国
脱
却
」
と
い
う
国
家
目
標
を

実
現
す
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
貧
困
削

減
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

焼
畑
を
止
め
さ
せ
、
定
住
地
や
定
職
を

分
配
し
、
商
品
作
物
生
産
を
奨
励
す
る

こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
含
め
、
貧

困
削
減
政
策
の
中
心
に
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
の
が
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
実
施
さ

れ
て
い
る
ク
ム
バ
ー
ン・
パ
ッ
タ
ナ
ー
（
開

発
村
グ
ル
ー
プ
）建
設
で
あ
る
。
ク
ム（
グ

ル
ー
プ
）、バ
ー
ン（
村
）、パ
ッ
タ
ナ
ー（
開

発
）
と
は
、
文
字
通
り
、
村
レ
ベ
ル
の

開
発
を
目
的
と
し
た
政
策
で
あ
る
。
詳

細
は
後
述
す
る
が
、
こ
れ
は
、
小
規
模

な
村
を
グ
ル
ー
プ
化
す
る
こ
と
で
総
合

力
を
高
め
、
よ
り
大
き
な
規
模
で
開
発

を
進
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
一
方
、
こ
の
政
策
に
は
、
も
う
ひ
と
つ

の
側
面
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
は
、
ラ

オ
ス
人
民
革
命
党
や
国
家
に
よ
る
末
端

の
村
へ
の
管
理
強
化
で
あ
る
。
本
稿
は
、

ク
ム
バ
ー
ン
・
パ
ッ
タ
ナ
ー
の
「
管
理
」

と
い
う
側
面
に
注
目
し
、
貧
困
削
減
政

策
の
名
の
も
と
、
党
や
国
家
が
ど
の
よ

う
に
末
端
の
管
理
体
制
を
整
え
て
い
る

の
か
、
そ
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
。

●�
ク
ム
バ
ー
ン
・
パ
ッ
タ
ナ
ー
の

歴
史
的
背
景
と
目
的

　
地
方
行
政
法
第
五
一
条
は
、
山
岳
地

帯
で
は
人
口
が
二
〇
〇
人
以
上
、
平
野

部
で
は
五
〇
〇
人
以
上
、
そ
し
て
、
都

市
部
で
は
一
〇
〇
〇
人
以
上
で
ひ
と
つ
の

村
を
形
成
で
き
る
と
定
め
て
い
る
（
参

考
文
献
①
）。
し
か
し
、
特
に
山
岳
地
域

に
お
い
て
は
、
こ
の
条
件
す
ら
満
た
し
て

い
な
い
村
が
あ
る
。
ま
た
、
条
件
を
満

た
し
て
い
て
も
、
イ
ン
フ
ラ
が
未
整
備
な

た
め
、
郡
行
政
に
よ
る
管
理
が
難
し
い

村
が
未
だ
に
多
く
存
在
す
る
。
当
然
、

そ
の
よ
う
な
村
の
住
民
に
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、

開
発
に
も
困
難
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
考

え
ら
れ
た
の
が
、
村
の
グ
ル
ー
プ
化
で

あ
り
ク
ム
バ
ー
ン
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
す
で
に
一
九
七

〇
年
代
に
は
党
内
で
議
論
さ
れ
て
い
た
。

た
だ
、
一
九
七
五
年
の
建
国
以
降
、
ラ
オ

ス
に
と
っ
て
最
大
の
課
題
は
、
約
三
〇
年

続
い
た
独
立
闘
争
と
内
戦
か
ら
の
復
興

で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
、
党
や
国
家
機
構
、

基
礎
的
な
経
済
・
社
会
イ
ン
フ
ラ
を
整

備
す
る
と
と
も
に
、
自
立
性
の
高
い
地

方
を
中
央
に
統
合
し
、
国
家
と
し
て
の

土
台
を
構
築
す
る
こ
と
が
先
決
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
は
、

農
業
集
団
化
を
通
じ
て
末
端
の
村
の
組

織
化
や
農
村
開
発
を
試
み
た
が
、
農
民

の
反
発
を
受
け
、
わ
ず
か
一
年
で
挫
折
し

た
。
以
降
、
グ
ル
ー
プ
化
を
通
じ
た
本

格
的
な
農
村
開
発
に
着
手
し
た
の
は
、
一

九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
一
九
九
一
年
八
月
、
ラ
オ
ス
は
建
国
後

初
の
憲
法
を
公
布
し
た
。
憲
法
で
は
、「
国

家
の
調
整
を
伴
っ
た
市
場
経
済
メ
カ
ニ

ズ
ム
」
と
い
う
文
言
が
明
記
さ
れ
、
市

場
経
済
化
に
よ
る
経
済
開
発
を
国
是
と

定
め
た
。
憲
法
制
定
は
、
い
わ
ば
ラ
オ

ス
が
戦
後
か
ら
の
脱
却
を
果
た
し
、
本

格
的
な
国
家
建
設
を
開
始
し
た
こ
と
を

意
味
し
た
。
そ
れ
は
、
戦
後
復
興
で
は

な
い
、
新
た
な
国
家
目
標
が
必
要
に
な
っ

た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
一
九
九
三
年
二
月
一
八
日
、
第
五
期
党

中
央
執
行
委
員
会
第
六
回
総
会
は
、
経

済
発
展
を
進
め
、
国
家
を
徐
々
に
最
貧

国
か
ら
脱
却
さ
せ
る
と
い
う
目
標
を
掲

げ
た
。
こ
の
目
標
に
は
、
一
九
九
六
年
の

第
六
回
党
大
会
に
お
い
て
、「
二
〇
二
〇

年
ま
で
に
国
家
を
最
貧
国
か
ら
脱
却
す

る
た
め
奮
闘
す
る
」
と
、
具
体
的
な
期

限
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
重
要
と
な
っ

た
の
が
地
方
の
経
済
開
発
で
あ
り
、
特

に
、
人
口
の
約
八
割
以
上
が
居
住
し
て

い
た
農
村
・
山
岳
地
帯
の
開
発
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
党
は
、
一
九
九
四
年
四
月
の
第
五

期
党
中
央
執
行
委
員
会
第
八
回
総
会
に

お
い
て
、
農
村
開
発
に
関
す
る
決
議
を

公
布
し
た
。
決
議
で
は
、焼
畑
を
廃
止
し
、

山
岳
少
数
民
族
に
定
住
地
と
定
職
を
分

配
す
る
こ
と
、
ま
た
、
開
発
重
点
地
域

を
定
め
、
開
発
を
進
め
る
こ
と
等
が
定

め
ら
れ
た
（
参
考
文
献
②
）。
こ
れ
ら
は

決
し
て
新
し
い
政
策
で
は
な
い
が
、
改
め

て
党
中
央
決
議
と
し
て
公
布
し
た
こ
と

に
意
味
が
あ
っ
た
。

　
時
を
同
じ
く
し
て
、
党
は
基
層
レ
ベ

ル
の
強
化
に
着
手
す
る
。
基
層
と
は
、
一

般
的
に
郡
以
下
の
行
政
級
で
あ
る
村
、

ま
た
、
学
校
、
病
院
、
工
場
等
、
末
端

レ
ベ
ル
を
指
す
。
ま
ず
、一
九
九
二
年
、「
農

村
に
至
る
、
山
岳
地
域
に
上
る
、
基
層

に
下
る
」
と
い
う
党
中
央
宣
伝
・
訓
練

委
員
会
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
公
布
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
基
層
を
建
設
す

る
べ
き
か
、
方
針
や
方
法
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
基
層
建
設
の
方

法
と
し
て
、
経
済
技
術
・
文
化
グ
ル
ー

プ
の
建
設
や
中
央
省
庁
職
員
・
地
方
党

幹
部
が
末
端
の
村
に
行
き
直
接
指
導
に

当
た
る
こ
と
、
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
参

考
文
献
③
）。
こ
の
経
済
技
術
・
文
化
グ

山
田
紀
彦

ラ
オ
ス
に
お
け
る
開
発
村
グ
ル
ー
プ
（
ク

ム
バ
ー
ン
・
パ
ッ
タ
ナ
ー
）
建
設

―
貧
困
削
減
か
？ 

管
理
強
化
か
？
―

ト
レ
ン
ド
・
リ
ポ
ー
ト
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ル
ー
プ
が
、
現
在
の
ク
ム
バ
ー
ン
の
原
型

と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
〇
〇
四
年
六
月
八
日
、「
村
建
設
、

お
よ
び
開
発
村
グ
ル
ー
プ
建
設
に
関
す

る
政
治
局
命
令
第
〇
九
号
」
が
公
布
さ

れ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
近
隣
同

士
の
二
〜
三
の
村
を
合
併
し
、
大
規
模

村
を
建
設
し
た
う
え
で
、
五
〜
七
村
を

統
合
し
開
発
グ
ル
ー
プ
（
ク
ム
バ
ー
ン
）

を
形
成
す
る
と
し
て
い
る
（
参
考
文
献

④
）。
そ
し
て
、
各
グ
ル
ー
プ
に
は
、
表

1
に
示
し
た
目
標
の
達
成
が
求
め
ら
れ

た
。
つ
ま
り
、
ク
ム
バ
ー
ン
と
は
、
小
規

模
な
村
々
を
合
併
し
、
か
つ
、
グ
ル
ー

プ
化
す
る
こ
と
で
、
国
防
と
治
安
維
持

お
よ
び
経
済
・
社
会
開
発
に
お
い
て
総

合
力
を
強
化
し
開
発
を
進
め
る
こ
と
、

で
あ
る
。
い
わ
ば
、
包
括
的
な
農
村
・

山
岳
開
発
政
策
と
い
え
る
。
二
〇
〇
七

年
五
月
時
点
で
、
全
国
に
一
一
八
一
の
ク

ム
バ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

●
ク
ム
バ
ー
ン
の
組
織

　
上
述
の
よ
う
に
、
ク
ム
バ
ー
ン
は
、
末

端
の
複
数
の
村
を
ま
と
め
た
グ
ル
ー
プ

で
あ
る
。
ク
ム
バ
ー
ン
は
、
地
方
行
政

法
で
定
め
ら
れ
た
行
政
級
で
な
い
た
め
、

県
や
郡
の
よ
う
に
行
政
首
長
が
置
か
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
中
央
省

庁
の
出
先
機
関
も
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
位
置
づ
け
が
非
常
に
曖
昧
な

の
で
あ
る
。
地
方
行
政
を
担
当
す
る
首

相
府
行
政
・
公
務
員
管
理
庁
に
よ
る
と
、

ク
ム
バ
ー
ン
と
は
、
郡
と
村
の
中
間
に
位

置
し
、
党
や
政
府
の
政
策
を
末
端
レ
ベ

ル
で
指
導
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
単

な
る
グ
ル
ー
プ
に
過
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
、
ク
ム
バ
ー
ン
が
党
や
政
府
の

政
策
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
当
然
何

ら
か
の
組
織
、
ま
た
は
人
員
を
必
要
と
す

る
。
で
は
、
ク
ム
バ
ー
ン
に
は
ど
の
よ
う

な
組
織
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
政
治
局
命
令
第
〇
九
号
で
は
、
郡
党

執
行
委
員
が
ク
ム
バ
ー
ン
を
直
接
指
導

し
、
必
要
で
あ
れ
ば
そ
の
ま
ま
ク
ム
バ
ー

ン
基
層
党
委
員
会
書
記
に
就
任
す
る
と

定
め
ら
れ
て
い
る
（
参
考
文
献
④
）。
基

層
党
委
員
会
と
は
、
三
〇
人
以
上
の
正
党

員
に
よ
り
設
立
で
き
る
末
端
の
党
組
織
で

あ
る（
参
考
文
献
⑤
）。つ
ま
り
、ク
ム
バ
ー

ン
は
、
郡
党
執
行
委
員
会
の
管
理
下
に
置

か
れ
、
ク
ム
基
層
党
委
員
会
が
実
際
の

指
導
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ク
ム
基
層
党
委
員
会
の
具
体
的
な
構

成
は
、
二
〇
〇
五
年
二
月
九
日
に
公
布

さ
れ
た
「
新
時
代
に
お
け
る
基
層
建
設

執
行
に
関
す
る
党
中
央
事
務
局
指
導
書

第
三
八
号
」
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
ク
ム
基
層
党
委
員
会
は
五

〜
七
人
で
構
成
さ
れ
、
メ
ン
バ
ー
は
郡

や
基
層
レ
ベ
ル
の
幹
部
、
ま
た
は
、
中

央
部
門
か
ら
派
遣
さ
れ
た
職
員
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
上
級
（
つ
ま
り
、
中

央
、
県
、
郡
）
の
職
員
が
執
行
委
員
の

三
分
の
二
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
の
定

め
も
あ
る
。
一
方
で
、
書
記
は
郡
党
執
行

委
員
の
一
人
が
兼
任
し
、
副
書
記
は
郡
幹

部
職
員
が
務
め
る
と
し
、
郡
党
執
行
委

員
会
に
よ
る
ク
ム
バ
ー
ン
へ
の
管
理
を
確

保
し
て
い
る
（
参
考
文
献
⑥
）。

　
実
際
の
活
動
は
、
中
央
、
県
、
郡
な

ど
か
ら
派
遣
さ
れ
る
省
庁
（
部
門
）
職

員
が
担
っ
て
い
る
。
村
が
ク
ム
（
グ
ル
ー

プ
）
化
さ
れ
る
と
、
中
央
省
庁
や
県
、

郡
か
ら
部
門
職
員
が
派
遣
さ
れ
る
。
場

所
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
分
野
が
異

な
る
た
め
、
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
分
野

も
、
保
健
や
公
共
事
業
か
ら
鉱
物
部
門

な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
た
だ
、
ほ
ぼ

す
べ
て
の
ク
ム
バ
ー
ン
に
派
遣
さ
れ
て
い

る
の
が
、
農
業
部
門
担
当
職
員
で
あ
る
。

　
ク
ム
バ
ー
ン
設
置
の
主
要
目
的
は
、

農
村
開
発
を
通
じ
て
貧
困
を
削
減
す
る

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
は
、

ど
の
ク
ム
バ
ー
ン
に
も
農
業
部
門
の
職

員
が
長
期
、
ま
た
は
、
短
期
で
常
駐
し
、

農
民
へ
の
技
術
指
導
な
ど
を
行
っ
て
い

る
。
多
く
は
郡
農
林
部
門
か
ら
派
遣
さ

れ
る
が
、
中
央
や
県
か
ら
も
派
遣
さ
れ

る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
九
年
、
中
央
農

林
省
は
四
四
人
の
職
員
を
全
国
の
ク
ム

バ
ー
ン
に
派
遣
し
た
。た
だ
し
、ク
ム
バ
ー

ン
に
農
業
事
務
所
が
あ
る
わ
け
で
は
な

く
、
構
成
村
の
村
役
場
な
ど
を
事
務
所

と
し
て
活
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

ま
た
、
上
級
の
職
員
が
適
切
な
農
業
指

表1　クムバーン建設の4つの目標

1．政治分野
・力強い政治制度を持つ：構成組織の

ほとんどが全分野の指導を行える党
単位である基層党委員会があり、力
強い村行政権力、ネオホーム（統一
戦線）、青年、女性組織を持っている。

・構成村の半数以上が開発村として認
定される。

・常に、（党・国家の）路線、政策、法
規を学習し、人民が政治意識を持つ

・党指導下でグループ内の諸民族が団
結する。

3．経済分野
・実際の状況と持続的開発という方針に

即し、居住地と生産地を分配する。
・グループ内の貧困家族を三分の二以

上解決する。
・国内外で販売するための商品を一種

類以上持つ。
・いずれか一種類の農林山加工工業製

品を一カ所以上に持つ。
・生産組合、サービス組合、生産グルー

プのいずれかを持つ。
	（生産グループは組合よりも規模が小

さい互助組織である）
・クムの売買市場を一箇所以上持つ。
・一年を通じて、村と村、または、郡へ

の行き来が可能な道路・橋梁を持つ。
・グループの開発基金や融資組織を持つ。

2．国防・治安維持分野
・平静が常態である：悪玉分子の活動

がない、スパイ、泥棒、麻薬の売人・
使用者、危険人物、娼婦がおらず、
犯罪がなく、不法商売人や賭け事を
行う者もいない。

・グループ内の村規則が厳格に執行さ
れ、戸籍表を厳密に管理する。

・三級（県、郡、村）の軍事戦線構築
計画に沿ってクムの戦闘団を形成する

・訓練を受けた自警大隊を持つ。
・訓練を受けた治安維持勢力を持つ。
・司令組織がある。
・構成村の半数以上が犯罪ゼロの村で

ある。

4．文化・社会分野
・集会所、または、クムの文化会館を

持つ。
・構成村の半数以上が文化村となる。
・図書館、または、読書室を持つ。
・小規模病院を持つ
・前期中学校を持つ。
・構成村の全村が完全小学校を持つ。
	（ラオスの小学校は五年制だが、なか

には三年制の不完全小学校も多い）

（出所）参考文献④を基に筆者作成。
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導
を
行
い
、
農
民
の
生
計
向
上
に
貢
献

し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
ク

ム
バ
ー
ン
・
パ
ッ
タ
ナ
ー
建
設
に
よ
り
、

経
済
的
恩
恵
を
受
け
て
い
る
の
は
、
政

府
や
国
際
機
関
の
手
厚
い
支
援
が
入
っ

て
い
る
場
所
な
ど
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。

　
一
方
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
ク
ム
に
常
駐
し
、

事
務
所
を
構
え
て
い
る
の
が
警
察
と
軍

で
あ
る（
写
真
1
）。こ
れ
は
当
然
、グ
ル
ー

プ
内
の
治
安
維
持
を
目
的
と
し
て
い
る
。

た
だ
、
ラ
オ
ス
で
は
、
戸
籍
表
を
管
理

す
る
の
は
警
察
の
役
割
で
あ
り
、
厳
格

な
戸
籍
表
管
理
は
、
ク
ム
バ
ー
ン
・
パ
ッ

タ
ナ
ー
の
目
標
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
（
表

1
）。
現
在
、
ク
ム
の
警
察
が
構
成
村
の

戸
籍
表
を
管
理
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
将
来
的
な
住
民
管
理
の
強
化
に

つ
な
が
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　
以
上
か
ら
、
ク
ム
バ
ー
ン
に
設
置
さ

れ
て
い
る
「
正
式
」
な
組
織
は
、
末
端

の
住
民
管
理
に
必
要
な
党
と
軍
・
警
察

組
織
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
郡
と
村
の

間
に
こ
の
よ
う
な
組
織
を
設
置
す
る
こ

と
で
、
村
へ
の
管
理
が
こ
れ
ま
で
以
上
に

容
易
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

●�

サ
ワ
ン
ナ
ケ
ー
ト
県
カ
イ
ソ
ー

ン
・
ポ
ム
ヴ
ィ
ハ
ー
ン
郡
の
例

　
以
下
で
は
、
サ
ワ
ン
ナ
ケ
ー
ト
県
カ

イ
ソ
ー
ン
・
ポ
ム
ヴ
ィ
ハ
ー
ン
郡
の
事
例

か
ら
、
ク
ム
バ
ー
ン
を
通
じ
て
、
党
が
実

際
に
ど
の
よ
う
に
末
端
へ
の
管
理
体
制

を
整
備
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
仕
組
み
を

見
る
こ
と
に
す
る
。

　
カ
イ
ソ
ー
ン
・
ポ
ム
ヴ
ィ
ハ
ー
ン
郡
は
、

中
部
サ
ワ
ン
ナ
ケ
ー
ト
県
の
県
庁
所
在

地
で
あ
り
、
二
〇
一
〇
年
八
月
現
在
、
人

口
約
一
二
万
二
二
〇
〇
人
、
六
七
の
村
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
郡
内
は
、
一

三
の
ク
ム
バ
ー
ン
に
わ
け
ら
れ
、
郡
党
常

務
委
員
七
名
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
つ
か

ら
二
つ
の
ク
ム
の
責
任
者
と
な
っ
て
い

る
。
郡
党
常
務
委
員
会
と
は
、
郡
レ
ベ

ル
の
党
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
。

た
だ
、
実
際
に
各
ク
ム
の
開
発
政
策
や

方
針
の
詳
細
を
決
定
す
る
の
は
、
郡
レ

ベ
ル
に
設
け
ら
れ
た
政
治
基
層
建
設
・

農
村
開
発
委
員
会
で
あ
る
。
こ
の
委
員

会
は
、
ク
ム
ご
と
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
カ
イ
ソ
ー
ン
・
ポ
ム
ヴ
ィ
ハ
ー

ン
郡
に
は
一
三
の
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

　
例
え
ば
、
郡
重
点
開
発
区
に
指
定
さ

れ
て
い
る
ク
ム
八
（
五
村
に
よ
り
構
成
）

担
当
委
員
会
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
構
成

さ
れ
て
い
る
。
委
員
長
は
郡
党
執
行
委

員
が
、
ま
た
、
副
委
員
長
は
治
安
維
持

部
門
の
郡
職
員
が
務
め
て
い
る
。
委
員

は
、
財
務
、
裁
判
所
、
組
織
、
軍
部
門

の
郡
職
員
、
ま
た
、
構
成
村
の
党
単
位

書
記
、
村
長
、
大
衆
組
織
の
長
（
女
性

同
盟
や
青
年
団
な
ど
）、
ク
ム
の
軍
・
警

察
の
長
、
村
の
軍
・
警
察
の
長
と
な
っ
て

い
る
。
党
単
位
と
は
、
党
員
三
名
以
上

で
設
置
で
き
る
末
端
の
党
組
織
で
あ
る
。

　
一
方
、重
点
開
発
区
で
な
い
ク
ム
三（
六

村
に
よ
り
構
成
）
担
当
委
員
会
は
、
郡

党
執
行
委
員
が
委
員
長
を
、
ク
ム
三
基

層
党
委
員
会
副
書
記
が
副
委
員
長
を
務

め
て
い
る
。
委
員
は
、
構
成
村
の
党
単

位
書
記
、
村
長
、
大
衆
組
織
の
長
、
ク

ム
の
軍
・
警
察
の
長
、
村
の
軍
・
警
察
の

長
で
あ
る
。
ク
ム
八
の
よ
う
に
、
委
員
に

郡
部
門
職
員
は
入
っ
て
い
な
い
。

　
残
り
の
一
一
の
委
員
会
も
、
重
点
開
発

区
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ク
ム
は
ク
ム
八

と
、
指
定
さ
れ
て
い
な
い
ク
ム
は
ク
ム
三

と
同
様
の
委
員
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
共

通
し
て
い
る
の
は
、
委
員
長
を
郡
党
執

行
委
員
が
務
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例

外
は
、
人
事
異
動
で
委
員
長
ポ
ス
ト
に

空
白
が
生
じ
、
現
在
、
構
成
村
の
党
単

位
書
記
や
郡
部
門
職
員
が
委
員
長
を
務

め
て
い
る
ク
ム
四
、一
二
で
あ
る
。た
だ
し
、

今
後
、
郡
党
執
行
委
員
が
委
員
長
に
任

命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
実
際
に
現
場
で
指
導
を
行
う
の
は
、

ク
ム
の
基
層
党
委
員
会
で
あ
る
。
上
述
し

た
よ
う
に
、
党
中
央
事
務
局
指
導
書
第

三
八
号
で
は
、
基
層
党
委
員
会
書
記
は

郡
党
執
行
委
員
が
、そ
し
て
、副
書
記
は
、

郡
部
門
職
員
が
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。し
か
し
、実
態
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
ク
ム
三
で
は
、
郡
党
執
行

委
員
が
書
記
を
、
副
書
記
二
名
を
構
成

村
の
党
単
位
書
記
が
務
め
て
い
る
。
三

名
の
委
員
は
、
ク
ム
を
構
成
す
る
六
村

の
う
ち
の
三
村
の
村
長
で
あ
る
。
党
委

員
会
の
他
、ク
ム
三
に
は
農
林
部
門
、軍
、

警
察
職
員
が
郡
か
ら
派
遣
さ
れ
常
駐
し

て
い
る
。
ま
た
、
財
務
、
商
業
、
教
育
、

都
市
開
発
、
土
地
管
理
な
ど
の
郡
職
員

が
定
期
的
に
訪
れ
て
い
る
。
多
く
の
郡

部
門
職
員
が
訪
れ
る
の
は
、
ク
ム
三
が

郡
内
の
中
心
部
に
位
置
し
て
い
る
た
め

で
あ
る
。
基
層
党
委
員
会
は
、
毎
週
金

曜
日
に
会
議
を
招
集
し
、
構
成
村
の
党

単
位
書
記
や
村
長
か
ら
各
村
の
経
済
・

社
会
状
況
報
告
を
受
け
る
。

　
ク
ム
八
で
も
、
郡
党
執
行
委
員
が
基

層
党
委
員
会
書
記
を
務
め
て
い
る
。
一
方

で
、
ク
ム
八
基
層
党
委
員
会
に
は
委
員

が
お
ら
ず
、
代
わ
り
に
副
書
記
を
三
名

置
い
て
い
る
。
三
名
は
い
ず
れ
も
構
成
村

の
党
単
位
書
記
で
あ
る
。
ク
ム
八
に
は
、

党
委
員
会
以
外
、
農
業
、
衛
生
、
軍
・

警
察
職
員
が
常
駐
し
て
い
る
。
ク
ム
三
と

同
様
に
、
基
層
党
委
員
会
は
毎
週
金
曜

日
に
会
議
を
開
催
し
、
各
部
門
や
構
成

カイソーン・ポムヴィハーン郡クム2に設置されている
警察事務所
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村
の
党
単
位
書
記
や
村
長
か
ら
各
村
の

経
済
・
社
会
状
況
報
告
を
受
け
て
い
る
。

　
一
方
、
郡
で
は
、
毎
週
火
曜
日
に
会
議

を
開
催
し
、
郡
党
執
行
委
員
が
郡
党
書

記
に
各
ク
ム
の
経
済
・
社
会
状
況
を
報

告
し
て
い
る
。
ク
ム
が
構
築
さ
れ
る
以

前
は
、
村
長
が
一
〜
三
カ
月
に
一
回
の
頻

度
で
、
直
接
郡
行

政
に
村
の
報
告
を

行
う
こ
と
が
多

か
っ
た
。
つ
ま
り
、

以
前
は
、
政
府
行

政
ラ
イ
ン
を
通
じ

て
報
告
さ
れ
て
い

た
村
の
状
況
が
、

現
在
は
党
の
ラ
イ

ン
を
通
じ
て
頻
繁

に
報
告
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

　
図
1
は
、
カ
イ

ソ
ー
ン
・
ポ
ム
ヴ
ィ

ハ
ー
ン
郡
に
お
け
る

ク
ム
バ
ー
ン
管
理

体
制
を
示
し
て
い

る
。
人
員
構
成
や

制
度
か
ら
は
、
郡

党
執
行
委
員
会
が

ク
ム
を
通
じ
て
村

を
効
率
的
に
管
理

で
き
る
体
制
が
確

立
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
二
〇
一
〇

年
八
月
と
一
〇
月
に

行
っ
た
郡
官
房
や
ク
ム
三
、
八
で
の
聞
き

取
り
で
は
、
郡
と
村
の
間
に
ク
ム
バ
ー
ン

が
形
成
さ
れ
、
か
つ
、
党
委
員
会
が
設
置

さ
れ
た
こ
と
で
、
経
済
開
発
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
末
端
の
村
を
効
率
的
に
管
理
で

き
、
状
況
を
良
く
把
握
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
を
利
点
と
し
て
あ
げ
て
い
た
。

●
お
わ
り
に

　
ク
ム
バ
ー
ン
・
パ
ッ
タ
ナ
ー
は
、
貧
困

削
減
を
目
的
に
立
案
さ
れ
た
包
括
的
な

農
村
・
山
岳
開
発
政
策
で
あ
る
。
そ
し

て
現
在
で
も
、
党
や
政
府
に
よ
っ
て
、
貧

困
削
減
の
中
心
政
策
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
目
的
に
疑
い
の
余
地
は
な

い
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
ク

ム
バ
ー
ン
に
必
ず
設
置
さ
れ
て
い
る
の

は
、
基
層
党
委
員
会
、
軍
、
警
察
組
織

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
組
織
が
、
住
民
管

理
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。そ
し
て
、カ
イ
ソ
ー

ン
・
ポ
ム
ヴ
ィ
ハ
ー
ン
郡
の
ク
ム
バ
ー
ン

管
理
体
制
か
ら
は
、
郡
党
執
行
委
員
会

が
ク
ム
バ
ー
ン
を
通
じ
て
、
末
端
の
村
を

効
率
的
に
管
理
で
き
る
体
制
を
確
立
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ク
ム
バ
ー
ン
・

パ
ッ
タ
ナ
ー
は
貧
困
削
減
政
策
で
あ
り
、

党
の
目
的
も
貧
困
削
減
に
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
た
だ
、
貧
困
削
減
と
い

う
名
の
も
と
に
、
党
や
国
家
に
よ
る
末

端
へ
の
管
理
が
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。ク
ム
バ
ー
ン・
パ
ッ
タ
ナ
ー

に
は
、
貧
困
削
減
と
管
理
強
化
と
い
う

二
つ
の
側
面
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ

ろ
、
後
者
の
面
で
よ
り
効
果
を
発
揮
し

て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

（
や
ま
だ

　
の
り
ひ
こ
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所

　
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）

（
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
の
交
付

を
受
け
実
施
さ
れ
た
研
究
（
課
題
番
号

22402019

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
）
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図1　カイソーン・ポムヴィハーン郡におけるクムバーン管理体制

（注）＊点線は必ず設置されている組織ではない。
（出所）筆者作成。


